
古文書勉強会

令和五年一月二十一日

半田市立博物館

1



テ
ー
マ
「
江
戸
時
代
の
庄
屋
の
仕
事
」

江
戸
時
代
、
村
は
庄
屋
が
統
治
し
て
い
た
。

藩
の
、
村
へ
の
指
示
は
、
名
古
屋
在
住
の
奉
行
ま
た
は
鳴
海
陣
屋

の
代
官
か
ら
、
文
書
で
行
わ
れ
た
。
地
頭
か
ら
の
指
示
も
文
書
で

行
わ
れ
た
。

又
、
村
の
、
藩
や
地
頭
の
指
示
事
項
に
対
す
る
報
告
書
や
、
藩
や

地
頭
に
対
す
る
願
い
事
（
願
達
）
は
文
書
で
行
わ
れ
た
。

半
田
市
立
博
物
館
は
、
乙
川
文
書
（
２
７
６
０
点
）
、
西
成
岩
文

書
（
９
３
９
点
）
、
合
計
３
６
９
９
点
を
保
存
し
て
い
る
が
、
そ

の
多
く
は
、
村
政
の
資
料
、
い
わ
ば
庄
屋
の
仕
事
の
記
録
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

庄
屋
の
仕
事
の
あ
ら
ま
し
は
、

年
貢
徴
収
及
び
雑
税
（
小
物
成
）
の
徴
収
と
藩
へ
の
納
付

藩
へ
の
諸
願
達
（
依
頼
書
）
発
行
と
交
渉

藩
か
ら
の
指
示
（
御
触
状
）
の
実
施
と
結
果
報
告

下
用
（
村
民
税
）
の
徴
収
と
運
営

村
の
犯
罪
捜
査
と
裁
き

土
木
工
事
、
建
築
工
事
（
普
請
）
の
差
配
と
藩
へ
の
工
事
代
金
請

求森
（
御
林
、
定
納
山
）
の
竹
木
の
伐
採
・
採
取
の
管
理

開
墾
（
起
）
の
願
達
し
と
、
差
配

宗
門
改
帳
（
住
民
台
帳
）
、
出
入
簿
（
住
民
異
動
簿
）
作
成
と
藩

へ
の
報
告

人
夫
の
徴
用
事
務
、
巡
廻
に
来
る
藩
の
お
役
人
の
接
待
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藩
へ
の
資
金
貸
し
出
し
（
調
達
金
）
事
務

褒
賞
金
の
村
人
へ
の
配
分

掟
（
村
法
）
の
制
定
・
改
訂

も
め
事
の
調
停

寺
社
に
関
わ
る
行
政
課
題
（
神
官
、
僧
侶
の
新

任
、
退
任
、
寺
院
建
築
・
修
繕
願
な
ど
）
差
配

絵
図
面
（
村
絵
図
、
家
並
図
）
作
成

な
ど
、
庄
屋
は
村
を
運
営
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る

事
を
行
っ
て
い
た
。
武
士
（
藩
士
）
は
村
の
運
営

に
直
接
携
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
村
の
こ
と
は

村
で
済
ま
せ
て
い
た
。

本
日
は
、
庄
屋
の
仕
事
の
例
を
、
古
文
書
勉
強
会

の
資
料
と
し
ま
す
。

西
成
岩
文
書
：N

o

6-

1

（
御
触
状
留
帳
）
、

N
o

6-

2

（
願
達
留
）
、
榊
原
伊
三
家
文
書N

o

箱

４
21
9-

1

（
起
方
願
）
、
乙
川
文
書N

o

4-

６

６
４
（
調
達
金
）
を
勉
強
し
ま
す
。
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漢文風の返り点

4

被
為
仰
出

被
下
置

奉
差
上

不
苦

不
申

可
皆
納

為
指
登

有
之

無
相
違

乍
恐
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特
徴
の
あ
る
扁
の
文
字
に
注
意
し
て
い
き
ま
す

と
う

石
扁

は
ち

金
扁

ふ
む

足
扁

き
く

門
構
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西
成
岩
文
書
よ
り
抜
粋

藩
か
ら
村
に
出
さ
れ
た
御
触
状
、

す
な
わ
ち
、
指
示
書
を
読
み
ま
す
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No 月 日 内容

1 7 1菜種油、燈油価格調査書村へ提出指示

2 7 1菜種油、燈油価格調査書油屋の提出指示

3 11 継立人足の指示（千賀船手奉行）

4 6 29祭礼に対する指示（再指示）

5 7 3調達金返済願いの催促

6 7 6麦年貢の指示

7 7 6麦年貢の指示

8 7 8厩係を設けたので、届物がある者は届出ること

9 7 8米切手（藩札）の交換率（銭６，１６３文に）改正

10 7 4別紙書付（内容不明）を寺々へ回覧指示

11 7 9燈油の販売価格統制の指示、１升３５０文以下で販売のこと

12 7 11新規小売店出店の規制通知

13 7 18麦引当調達金の利息支払い通知

14 7 18御国産（尾張藩の生産物）船積みの規則通知

15 7 19寺社奉行所通達（内容不明）

16 7 傘、下駄使用の制限通知（身分の高い者、女子供は使用可等々）

17 7 帯刀を許された百姓共の服装、連れだつ者の規制通知

18 7 18神社の再建につき寄附の催促

19 6 馬の取引価格高騰につき規制の通知

20 7 21８９才以上の者がおれば名前年齢など申し出ること

21 7 21米札（藩札）の使用を促進通知

22 7 25祭礼中止の通知

23 7 26大網以外の鰯漁を禁止する通知
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24 7 29門徒が新門跡就任祝いに京に上ることの制限通知

25 8 9江戸・大阪に荷送りをしている商人に対しその量金額報告の指示通知

26 8 7祭礼の件申し出る条件の通知

27 8 23質屋に申し渡す件があり出頭命令

28 （８） 24当年の綿布役銀（人頭税）の納入指示

29 8 亥新田の年貢率指示

30 7 当家（長望家）に宗門改帳他の書類の提出指示

31 7 籤引き興行の許可通知、但し名古屋城下、津島へは一切売りに行ってはならない

32 8 20寺社奉行よりの指示（内容不明）

33 6 贋金造り厳禁の通知、もしそのようなことを聞いたら役所に通報せよ

34 8 21通達（内容不明）を高札場に掲げることの指示

35 6 26通達（内容不明）を承知したら、寺々、その雇人、その他支配下の者へ通知の指示

36 7 25博奕禁止令

37 新刊書発行ルール、権現様（徳川家康公）の御名、身の上等の掲載の許可通知

38 6 馬の取引価格高騰につき規制の通知（触１９と同じ内容）

39 7 江戸大坂の芸人を囲い置き、狂言等の興行の禁止令

40 6 丁銀の包紙を破ることの禁止令、包紙に記載する名前の制限令

41 7 25右の通り（触４０のことか）の通達を村民残らず通知の指示

42 7 御城米備船に指名したので、請書を提出すること。

43 8 19質屋、商人宿の制限令

44 葬儀、神社仏閣に対する寄進、豪華な仏壇など謹むように通知

45 8 陰陽師、加持祈祷師等過分な金員を要求する者の禁止令

46 8 神社仏閣への寄進を質素にするべきことの通知
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村

か
ら
藩
へ
の
報
告
や
お
願
い
文
（
願
達
）
の
控

よ
り
抜
粋

検
見
願
い
の
文
書
を
読
み
ま
す

不
作
の
時
に
検
見
（
実
際
の
と
れ
高
か
ら
年
貢
を

決
め
る
）
の
願
い
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12

御
林
（
藩
の
所
有
林
）

と
彦
洲
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榊
原
伊
三
家
文
書
の
抜
粋

開
墾
（
越
）
願
い
の
文
を
読
み
ま
す
。

御
林
山
（
藩
所
有
の
林
地
）
で
開
墾
に

適
し
た
土
地
を
探
し
て
い
た
だ
い
て
、

開
墾
を
し
た
い
の
で
、
よ
ろ
し
く
許
可

願
い
た
い
。
と
、
お
願
い
し
て
い
ま

す
。
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乙
川
文
書
資
料
4-

６
６
４

天
明
八
申
調
達
金

乙
川
村
は
天
明
年
間
に
数
百
両
の
調
達
金
（
尾

張
藩
の
借
金
）
を
提
出
し
て
い
る
。

寛
政
四
年
に
な
っ
て
、
天
明
八
年
に
提
出
し
た

調
達
金
に
つ
き
、
「
そ
れ
ま
で
支
払
っ
た
利
息

金
を
元
金
返
済
に
し
て
ほ
し
い
、
残
り
の
元
金

は
そ
の
後
十
五
年
の
割
賦
に
し
て
ほ
し
い
」
と

藩
が
申
し
込
ん
で
き
た
。

そ
れ
に
対
し
、
庄
屋
は
江
戸
へ
売
っ
た
酒
代
が

来
な
い
の
で
、
暮
の
支
払
い
が
で
き
な
い
、
残

り
の
元
金
を
七
分
で
（
７
０
％
）
い
い
の
で
、

返
金
し
て
ほ
し
い
と
、
申
入
れ
た
。

尾
張
藩
は
、
大
商
人
ば
か
り
で
な
く
、
百
姓
か
ら
も
大
金
を
借

り
て
い
た
。
藩
は
借
り
た
も
の
の
、
な
か
な
か
返
済
し
な
い
の

で
、
こ
う
し
た
、
も
め
事
が
多
く
あ
っ
た
。
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文
字
の
検
討

こ
の
文
書
で
は
、
置
と
差
の
文
字
が
で
て
き
ま
す
。

そ
の
意
味
を
検
討
し
ま
す
。

置被
二

下
置
一

読
み
：
く
だ
し
お
か
れ

置
は
本
来
赦
叉
は
許
の
意
で
、
「
下
さ
れ
た
ま
ま
、
く
だ

さ
っ
た
の
が
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
」
の
意
と
解
釈
し
た
い
。

差為
二

差
登
一

読
み
：
さ
し
の
ぼ
り
さ
せ

差
は
、
意
味
の
な
い
文
字
で
、
文
意
は
「
の
ぼ
ら
さ
せ
」

「
上
げ
さ
せ
」
と
解
釈
し
た
い
。

差
詰

読
み
：
さ
し
つ
ま
り

差
は
意
味
の
な
い
文
字
で
、

文
意
は
、
「
詰
ま
る
」
と
解
釈
し
た
い
。

外
に
、
聞
召
：
聞
く
の
尊
敬
語

分
け
て
も
：
こ
と
さ
ら
に

畏
：
あ
り
が
た
く

筈
：
予
定
を
あ
ら
わ
す

一
圓:

全
く 21
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